
（公印省略）

契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで　

別添、仕様書等のとおり

　上記について、下記により見積合わせを行ますので競争契約入札心得等を熟覧のうえ提出して下さい。

実施しません。

１）様　式　等

２）提出方法

３）提出期限 まで

４）提  出  先 独立行政法人水資源機構　筑後川上流総合管理所　経理課　林田

ＴＥＬ　0946-25-0113 ＦＡＸ　0946-25-0133 又は 0946-25-0116

ｍａｉｌ　nyukei_chikugojouryu@water.go.jp

５）質　問　書 まで

　  提出期限 ※質問書の回答については、翌日12：00までにホームページ上に掲載します。

６）見積回数 ２回を限度とします。

７）そ  の  他

5 そ の 他

１）契約金額は、見積書に記載された金額に、同金額のうち課税対象額の１００分の１０に相当する額を加算した金
額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。

２）請負代金の支払いについては、履行確認ごとの支払いとなります。

３）最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
　　くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

４）請書を使用します。

令 和 8 年 5 月 28 日 12:00

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見
積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和 8年 6月 5
日12：00までとします。

①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、課税
対象額については、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載し
て下さい。

②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。ま
た、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできませ

4 見 積 結 果 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日（翌
日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知します。

見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名（法人
の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印されたものに限ります。た
だし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができ
ます。また、余白にくじ番号を記載してください。

ＦＡＸ、電子メール、郵送又は持参による。（※ＦＡＸ番号、メールアドレスは、４）に記載）
なお、電子メールによる場合は、送信メールの件名に見積依頼書の件名を記載してください。

令 和 8 年 6 月 4 日 12:00

2 見積参加条件 大分県日田市に本店、支店または営業所があり、別添仕様書のとおり施行が可能である者。

3 見 積 書 等

4 内 容 等

記　

1 現 場 説 明

2 保 管 場 所 日田市に存する受注者の店舗または発注者の事務所

3 履 行 期 間

見積参加希望者　　様

独立行政法人水資源機構　分任契約職

筑後川上流総合管理所長　　前田　剛宏

見　　積　　依　　頼　　書

1 件 名 大山ダム管理所外車両点検整備業務（オープンカウンター方式による）

筑 上 経 第 39 号

令 和 8 年 5 月 22 日



大山ダム管理所外車両点検整備業務　仕様書 

 

 １．適用

　　　この仕様書は、独立行政法人水資源機構筑後川上流総合管理所が施行する大山ダム

 管理所外車両点検整備業務に適用する。

 

 ２．概要

 （１）業務場所（車両の引き渡し及び受け取り場所）

 　　　　日田市に存する受注者の店舗または発注者の事務所

 

 （２）対象車両

 Ａ：日産　エクストレイル（大分８００さ９８６５）

 Ｂ：トヨタ　ランドクルーザープラド（大分８００さ９９３９）

 Ｃ：日産　クリッパー（大分４８０こ５６６２）

 Ｄ：日産　エクストレイル（大分３００ぬ２１８０）

 Ｅ：日産　エクストレイル（久留米８００さ６７３２）

 Ｆ：日産　ＡＤバン（熊本４００と６０９６）

 Ｇ：日産　ダットサン（大分８００さ３４６３）

 Ｈ：トヨタ　シエンタ（久留米５００ら２０９０）

 ※詳細は別添車検証のとおり

 

 ３．業務内容

 　　　対象車両について、下記の点検整備等を実施する。

　　　なお、１２ヶ月点検、車検及び故障修理等の、履行に半日以上を要する場合には代

 　　　車を提供すること。

 

 Ａ：日産　エクストレイル（大分８００さ９８６５）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）車検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・ブレーキフルード交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充



 

 Ｂ：トヨタ　ランドクルーザープラド（大分８００さ９９３９）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）車検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・ブレーキフルード交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 Ｃ：日産　クリッパー（大分４８０こ５６６２）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）車検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・ブレーキフルード交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 Ｄ：日産　エクストレイル（大分３００ぬ２１８０）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）車検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・ブレーキフルード交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 Ｅ：日産　エクストレイル（久留米８００さ６７３２）



 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）法定１２ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 Ｆ：日産　ＡＤバン（熊本４００と６０９６）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）車検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・ブレーキフルード交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 Ｇ：日産　ダットサン（大分８００さ３４６３）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 （２）法定１２ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 Ｈ：トヨタ　シエンタ（久留米５００ら２０９０）

 （１）６ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・エンジンオイル交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充



 （２）法定１２ヶ月点検

 ・点検整備　１式

 ・下回り洗浄

 ・エンジンオイル及びオイルエレメント交換

 ・その他、点検の結果必要と判断した消耗品等の交換補充

 

 ４．履行期間

 契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで。

 

 ５．支払い条件

 　　各点検整備完了確認後の支払いとする。

 

 ６．不具合箇所への対応等

  　　車両点検中に不具合を発見し、修理等が必要な場合には、当該作業前に必ず担当職

 員に報告を行い、発注者が必要と認めたときは、変更契約の対象とする。

　　　また、業務期間中、対象車両に故障が生じた場合や、消耗品等の交換の必要が生じ

た場合等は、発注者の指示に基づき修理・交換等を行うこととし、これらについては

変更契約の対象とする。その場合、受注者は修理にかかる見積書を発注者へ提出し、

 発注者から承諾を受けた後に修理を行うものとする。

 

 ７．その他

　本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議して定めるものと

 する。

























 450[  300] 2[ 5]

 [40503 1283]

 ニッサン

 [021]

 ＤＢＦ－ＶＹ１２

 1.49 470 - - 670

 貨物

  9  3  9 令和 28 平成  3 平成

 自 動 車 検 査 証 記 録 事 項

 ［大分］，継続検査
 自動車重量税額　￥５，０００　本則税率適用
 ［２７年度税制］平成２８年３月１０日　新規登録　免税措置済み
 　　　　　　　　平成３０年２月２６日　継続検査　免税措置済み
 令和７年度エネルギー消費効率（ＪＨ２５モード燃費値）算定未了
 令和４年度燃費基準９０％達成車
 令和４年度エネルギー消費効率（ＷＬＴＣモード燃費値）算定未了
 平成２７年度燃費基準２５％向上達成車
 使用車種規制（ＮＯｘ・ＰＭ）適合。この自動車の使用の本拠はＮＯ
 ｘ・ＰＭ対策地域外です。
 ［走行距離計表示値］６２，４００ｋｍ（令和８年２月１９日）
 ［旧走行距離計表示値］６０，５００ｋｍ（令和７年３月６日）
 平成１２年騒音規制車，近接排気騒音規制値　９７ｄＢ
 マフラー加速騒音規制適用車
 ［受検種別］指定整備車
 ［検査時の点検整備実施状況］点検整備記録簿記載あり
 ［受検形態］指定整備工場
 ［整備工場コード］９５－００１５２
 以下余白

 150 1700[  1715] 1140  169

 0014 15633

 年

 951230048532

 T9464JR3104370

 自家用

Ａ

車両ＩＤ

記録年月日

 ガソリン

 [40051 0739]

 熊本県阿蘇郡小国町黒渕５８２７－３

 福岡県久留米市高野１丁目２－２

 バン

 国士交通省九州地方整備局　筑後川ダム統合管理事務所

 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０－７

 439

 小　型

 ＨＲ１５

 国士交通省九州地方整備局

  3 10 28

 熊本　４００　と　６０９６

 ＶＹ１２－２１１５０４

１.基本情報

自動車登録番号又は車両番号

車台番号

登録年月日／交付年月日
 年  月 日

初度登録年月
 年 月

有効期間の満了する日
 月  日

３.車両詳細情報

 所有者の氏名又は名称

 所 有 者 の 住 所

 使用者の氏名又は名称

 使 用 者 の 住 所

 使用の本拠 の位置

２.所有者・使用者情報

車名
 [213]

型式 原動機の型式

自動車の種別 用途  自 家 用 ・ 事 業 用 の 別

車体の形状  乗車定員
 人

最大積載量
 kg

 車両重量
 kg

車両総重量
 kg

長さ
 cm

幅
 cm

高さ
 cm

 前前軸重
 kg

 前後軸重
 kg

 後前軸重
 kg

 後後軸重
 kg

 総排気量又は定格出力
 L

 kW

燃料の種類 型式指定番号 類別区分番号

４.備考

 [43805 0369]

 令和   8   2  19 月  日

【注意事項】

　記録事項はシステム登録時点の情報となります

 年











                                               令和  年  月  日 

 

 

 独立行政法人水資源機構分任契約職 

  所 長   前 田  剛 宏  殿 

 

                                     住   所 

                                    会 社 名 

                   代表者氏名 

 

 

見積依頼書等の交付受領書 

 

  令和８年５月２２日に交付された「大山ダム管理所外車両点検整備業務」の見

積依頼書等を受領しました。 
 

 

〈連絡先〉 

 

  担当部署名： 

 

  担 当 者： 

 

  電 話 番 号： 

 

  ＦＡＸ番号： 
 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 

 

◆くじ用数値 

 

 

 

 

 

 

  「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定する 

  ためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。 

メール送信先 nyukei_chikugojouryu@water.go.jp 
FAX 送信先 ０９４６－２５－０１３３ 

担当：独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 林田あて 


